
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

　　　　　被告人を懲役六月に処する。

　　　　　押収にかかる機帆船第三旭丸一艘、商船用小型磁器羅針儀一個、同羅針

儀要具補用品筐一個、同羅盆格納筐一個、晴雨計一個、錨四本、チェーンブロツク

一個、ハツチカバー一枚、帆布一枚、マニラロープ約三丸、手押ポンプ一台、ゴム

ホース一本、茣蓙七枚及び現金二十一万八千円を没収し、金一万四千六百五十円を

追徴する。

　　　　　昭和二一年勅令第三一一号違反の事実について被告人を免訴する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　職権で調査するに、被告人に対する公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の

犯罪（第一審判決判示第一及び第四の事実）については、昭和二七年政令第一一七

号一条、二三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一

四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決中被告人に関する部分

を破棄し、被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をする。

　弁護人畠山仁市郎の上告趣意一、（５）は、刑訴四〇五条に当らない（爾余の論

旨は、右免訴にかかる事実に関するものであるからこれに対して判断しない）。

　よつて、第一審判決が証拠により確定した事実（同判決第三の事実）に法律を適

用すると、被告人の所為中通商産業大臣の許可を受けないで貨物を輸入幇助した点

は外国為替及び外国貿易管理法七〇条二二号、五二条、輸入貿易及び対外支払管理

令一〇条一項二号、昭和二五年三月一三日通商産業省告示第三二号、刑法六二条一

項に、税関の免許を受けないで貨物を輸入幇助した点は関税法七六条一項前段、刑

法六二条一項に各該当するところ、右は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合

であるから刑法五四条一項前段、一〇条により重い関税法違反の罪の刑に従い、所
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定刑中懲役刑を選択し、なお従犯であるから刑法六三条、六八条三号を適用して法

定の減軽をした刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し、関税法八三条一項、三項に

則り主文第三項掲記の物件及び金員を没収、追徴すべきものとする。

　この判決は、裁判官全員一致の意見である。
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